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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、少なくとも反射層、記録層、及び無機材料からなる保護層がこの順に形成さ
れた光情報記録層と、該光情報記録層上に前記同様の光情報記録層が一つ以上と、が少な
くとも中間層を介して積層形成され、最上層に光透過層を有する多層型光情報記録媒体に
おいて、
　前記中間層は、保護層に接する第一の膜と、反射層に接する第二の膜とを有し、前記第
一の膜は前記第二の膜よりも保護層を構成する無機材料に対する剥離強度が高いことを特
徴とする多層型光情報記録媒体。
【請求項２】
　前記第二の膜は前記第一の膜よりも金属に対する剥離強度が低いことを特徴とする請求
項１に記載の多層型光情報記録媒体。
【請求項３】
　前記記録層は、有機色素を含む有機材料で構成されていることを特徴とする請求項１又
は２に記載の多層型光情報記録媒体。
【請求項４】
　基板上に、少なくとも反射層、記録層、及び無機材料からなる保護層をこの順に形成し
て光情報記録層とした後、該光情報記録層上に、同様の光情報記録層を一つ以上、それぞ
れ紫外線硬化性樹脂からなる中間層を介して積層形成し、最上層に光透過性層を形成する
多層型光情報記録媒体の製造方法であって、
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　該中間層として、保護層に接する第一の膜と、反射層に接する第二の膜とを有し、前記
第一の膜は前記第二の膜よりも保護層を構成する無機材料に対する剥離強度が高い材料を
用い、
　前記保護層を形成した後、前記中間層を、前記中間層の第一の膜が保護層と接するよう
に形成し、次いで、該中間層の第二の膜上に凹凸が形成された金属スタンパを押し当てた
状態で、紫外線を照射して中間層を硬化させた後、金属スタンパから剥離することを特徴
とする多層型光情報記録媒体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録・再生可能な各種追記型光情報記録媒体の多層化とその層構成に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光情報記録媒体は高精細な映像データを記録するために、高い情報記録密度が要
求されてきている。そこで、短波長側の３６０～４５０ｎｍ付近、たとえば４０５ｎｍ前
後のブルーレーザ光を用いたブルーレイディスク（ＢＤ－Ｒ）のように、樹脂基板の光入
射面側に光反射層及び記録層が形成され、この光反射層及び記録層が形成された面上に光
透過層が設けられた構造、或いは保護層を介して該光透過層が設けられた構造の光情報記
録媒体が用いられている。そして、このような光記録媒体の記録層は、アゾ系色素やシア
ニン系色素等の色素を含む有機物質あるいはＴｅ－Ｐｄ系、Ｓｉ－Ｃｕ系、Ｇｅ－Ｂｉ系
等の無機物質で構成され、記録用のレーザ照射によってピットを形成することによってデ
ータが記録される。
【０００３】
　また、前記光情報記録媒体において、その記録情報量を更に増加させるために、複数層
の記録層を積層方向に有する多層型の光情報記録媒体が提案されている。
　例えば、特許文献１では、少なくとも有機色素からなる第一記録層と半透過性の第一反
射層が積層された第一情報層を有する第一基板と、少なくとも第二反射層と有機色素から
なる第二記録層が積層された第二情報層を有する第二基板とを、透明中間層を介して互い
に積層膜が対向するように貼り合わせた光情報記録媒体が記載されている。
　また、特許文献２では、基板上に複数の記録層を積層方向に有し、レーザ光により記録
及び再生が可能な光情報記録媒体であって、基板の上に反射層、記録層及びＳｉＯ２から
なる機能層を順次積層した下層の上に、中間層を形成し、さらにこの中間層の上に、半透
過反射膜、記録層、及びＳｉＯ２からなる機能層を順次積層した上層を形成したものが記
載されている。
【０００４】
　ところで、両面に記録層を有するＤＶＤ等の光記録媒体においては、従来の、凹凸表面
に反射層が形成された透明樹脂基板をその反射層を対向させて接着剤で貼り合わせる方法
に代えて、凹凸表面に反射層（又は記録層）を有する光ディスク基板の反射層上に光硬化
性樹脂層を塗布により設ける一方、ポリカーボネート製スタンパの上に光硬化性樹脂を塗
布により設け、ついで、基板を表裏反転させて、基板とスタンパを貼り付け、基板側から
紫外線を照射して硬化させ、硬化後スタンパを除去して、その凹凸に反射層（又は記録層
）及びカバー層を形成する方法が提案されている。
　また、前記の光硬化性樹脂を塗布する方法に代えて、転写シートを用いることも提案さ
れている（特許文献３）。この方法は、表面に記録ピット及び／又はグルーブとしての凹
凸を有する基板の該凹凸表面に、光重合性官能基を有する反応性ポリマーを含み且つ加圧
により変形可能な光硬化性組成物からなる光硬化性転写シートを、その一方の表面が該凹
凸表面に接するように載置し、これらを押圧して該光硬化性転写シートを紫外線照射によ
り硬化させるものである。
【０００５】
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　しかしながら、前述の転写シートを用いる方法では、転写シートを硬化した後にスタン
パを剥離した際、スタンパに光硬化性転写シートの光硬化した転写層の一部が、銀合金等
の反射層から剥離してスタンパに付着する場合があるという問題がある。そこで、特許文
献４では、転写層の両面に剥離シートを有する光硬化性転写シートであって、一方の面が
他方の面に対して紫外線硬化させたときの残留接着率が３％以上差を有する光硬化性転写
シートを用い、スタンパから剥離しやすくするとともに反射層との接着力を高くすること
が提案されている。
　しかしながら、これらの方法は、いずれもＤＶＤ－ＲＯＭに関するものである。
【特許文献１】特開２００６－７３０８６号公報
【特許文献２】特開２００５－２４３１６５号公報
【特許文献３】特開２００３－２７２２４４号公報
【特許文献４】特開２００７－１８５８９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述のブルーレイディスク（ＢＤ－Ｒ）の多層型光情報記録媒体では、特許文献１に記
載されているように、同様な構成の光情報記録媒体を貼り合わせて製造する方法もあるが
、ブルーレイディスクは、溝の幅が狭く、且つピットも小さくなっているので、一層目の
基板の凹凸を射出成形により転写した後、二層目の凹凸形成には、一層目の上に樹脂膜や
転写シートで転写層を形成し、金属スタンパやソフトスタンパを用いてピットや溝を形成
する方法を用いるのが好ましい。
　この場合、転写率と剥離性の関係は重要な要素となるが、特にスタンパからの剥離性を
持たせるために、スタンパの各種材質に合わせて転写層の剥離性を良好にした材料を用い
る必要がある。なかでも、ソフトスタンパは樹脂基板を用い、主に使い捨てで利用されて
いるため、コストや環境的にも好ましくない。一方で、金属スタンパは、繰り返し使用す
ることができるので、前記の問題を解決するものとして期待できる。なお、本発明で言う
金属スタンパは、Ｎｉ等の金属で形成されたスタンパの他、樹脂製スタンパ等の金属以外
の材質で構成されたスタンパの表面に金属膜を形成したものを含むものとする。
【０００７】
　特許文献４では、転写層の表裏に残留接着率の差をつけることで、スタンパから剥離し
やすくするとともに反射層との接着力を高くするものであるが、ＤＶＤ－ＲＯＭを対象と
しているために、主として、Ｎｉスタンパ及び銀系の反射層との間の接着力に焦点を置く
ものである。
　しかしながら、追記型光情報記録媒体の多層化においては、金属スタンパと、記録層上
に設けられた無機材質の保護膜との間の接着性が問題となる点で、前記のＤＶＤ－ＲＯＭ
とは異なるものである。
　すなわち、追記型光情報記録媒体の場合、一層目の記録層にアゾ系色素やシアニン系色
素等の色素膜を用いたい場合、その上に、樹脂膜や転写シートを用いて二層目を形成する
には、前記樹脂層や転写シートからの溶剤等の記録層への混和を防止するために、該色素
膜の上に保護膜を形成しておく必要がある。
　このような保護膜としては、ＳｉＯ２、ＺｎＳ－ＳｉＯ２、ＺｎＯ－ＳｉＯ２、Ｎｂ２

Ｏ５－Ａｌ２Ｏ３などの、主として無機材料からなる保護膜が用いられるが、二層目を、
金属スタンパを用いて形成する場合、Ｎｉスタンパとの剥離性の高い樹脂膜や転写シート
は、これらの無機材料との剥離性も高くなって剥がれやすいことが判明した。
　本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたものであって、追記型光情報記録媒体の
多層化において、第二の層を金属スタンパを用いて形成する際に、中間層に、スタンパと
の剥離性と、第一の層との接着性とを両立させた機能を持たせることにより、無機材料か
らなる保護層の剥離が生じない多層型の光情報記録媒体の提供を可能とすることを目的と
するものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、中間層として、無機材料に
対する剥離強度が高い第一の膜と、無機材料に対する剥離強度が低い第二の膜とからなる
、多層構造とすることにより、上記の問題が解決できるという知見を得た。
　本発明は、これらの知見に基づいて完成に至ったものであり、以下のとおりのものであ
る。
［１］基板上に、少なくとも反射層、記録層、及び無機材料からなる保護層がこの順に形
成された光情報記録層上に、１以上の同光情報記録層を、それぞれ中間層を介して積層方
向に有し、最上層に光透過性層を有する多層型光情報記録媒体であって、
　前記中間層は、保護層に接する第一の膜と、反射層に接する第二の膜とを有し、前記第
一の膜は前記第二の膜よりも保護層を構成する無機材料に対する剥離強度が高いことを特
徴とする多層型光情報記録媒体。
［２］前記第二の膜は前記第一の膜よりも金属に対する剥離強度が低いことを特徴とする
［１］の多層型光情報記録媒体。
［３］前記記録層は、有機色素を含む有機材料で構成されていることを特徴とする［１］
又は［２］の多層型光情報記録媒体。
［４］基板上に、少なくとも反射層、記録層、及び無機材料からなる保護層をこの順に形
成して光情報記録層とした後、該光情報記録層上に、１以上の同光情報記録層を、それぞ
れ紫外線硬化性樹脂からなる中間層を介して積層方向に複数形成し、最上層に光透過性層
を形成する多層型光情報記録媒体の製造方法であって、
　該中間層として、保護層に接する第一の膜と、反射層に接する第二の膜とを有し、前記
第一の膜は前記第二の膜よりも保護層を構成する無機材料に対する剥離強度が高い中間層
を用い、
　前記保護層を形成した後、前記中間層を、前記中間層の第一の膜が保護層と接するよう
に形成し、次いで、該中間層の第二の膜上に凹凸が形成された金属スタンパを押し当てて
、基板側より紫外線を照射して中間層を硬化させた後、金属スタンパから剥離することを
特徴とする、多層型光情報記録媒体の製造方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明では、無機材料に対する剥離強度が高い第一の膜と、無機材料に対する剥離強度
が低い第二の膜とから構成される中間層を用いることにより、金属スタンパから剥離する
際に、第一の保護層が剥離することがなく、１つのスタンパで多数の複製が可能となる。
特に、前記中間層として、第一の膜と第二の膜が一体となったシートを用いることにより
、中間層の形成が一回の工程でできるため、製造工程数の削減が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の多層型の追記型光情報記録媒体について、図を用いて説明する。
　図１は、レーザ光により記録及び再生が可能な、記録層に有機色素を用いた二層型光情
報記録媒体の積層構造の概要を模式的に示す部分断面図である。
　該例では、基板の上に、第一の反射層（全反射）、第一の記録層（有機色素）、第一の
保護層（無機材料）が積層された第一層の光情報記録層上に、中間層が形成され、さらに
この中間層の上に、第二の反射層（半透過）、第二の記録層（有機色素）、及び第二の保
護層が順次積層された第二層の光情報記録層が形成され、最後に光透過層（入射層）が形
成されてなるものである。
　本発明の多層型の光情報記録媒体は、図１に示されるものに限られず、少なくとも反射
層、記録層、及び保護層がこの順に形成された積層構造を、１つの基本的な構成「光情報
記録層」として、基板上に、「光情報記録層」を、２つ以上積層方向に有するものであれ
ば、特に限定されるものではない。例えば、記録層に無機材料を用いたＢＤ－Ｒでは、反
射層と記録層との間に光吸収性を向上させる誘電体層が形成されるが、反射層、記録層、
及び保護層がこの順に形成された積層構造を有する「光情報記録層」を構成している。
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　上記基板としては、従来の光情報記録媒体の基板材料として用いられている各種の材料
を任意に選択して使用することができる。具体的には、ポリカーボネート、ポリメチルメ
タクリレート等のアクリル樹脂、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル共重合体等の塩化ビニル系
樹脂、エポキシ樹脂、アモルファスポリオレフィン、ポリエステル樹脂、アルミニウム等
の金属、ガラス等を挙げることができ、必要によりこれらを併用してもよい。上記材料の
中では、成型性、耐湿性、寸法安定性及び低価格等の点から熱可塑性樹脂が好ましく、ポ
リカーボネートが特に好ましい。
　これらの樹脂を用いた場合には、射出成形等の方法で所定の形状（光ディスクなら円板
状）に基板を作成することが好ましい。また、上記基板の厚さは０．９～１．１ｍｍの範
囲とすることが好ましい。また、これに限るものではなく、例えば紫外線硬化性樹脂を用
いて、基台上に塗布し塗膜を硬化させて用いることもできる。
　また、上記基板に設けられる螺旋状の溝は、前記基板の射出成型に用いられる金型内に
、一方の主面に前記溝とは逆パターンの螺旋状の微細な凹凸が施されたスタンパを配置し
て前記基板の射出成型時に同時に形成されることが好ましい。
【００１２】
　本発明における反射層は、データの記録および／または再生用のレーザ光を反射させる
ものであり、レーザ光に対する反射率を高めたり、記録再生特性を改良する機能を付与す
るために、それぞれ、基板と記録層との間、及び中間層と記録層との間に設けられるもの
である。この層を構成する装置は、例えば、蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタ
リング法、等により前記基板の溝が形成された面上に形成される。中でも、量産性、コス
トの面からスパッタリング法が特に好ましい。
【００１３】
　第一の光情報記録層における反射層は、全反射層であって、構成する材料としては、通
常のブルーレイディスクにおいて好ましく用いられる材料であればよく、Ａｕ、Ａｌ、Ａ
ｇ、ＣｕあるいはＰｄ等の金属膜、これらの金属の合金膜あるいはこれらの金属に微量成
分が添加された合金膜が好ましく用いられる。
【００１４】
　また、第二以降の光情報記録層における反射層は半透過性であって、記録再生レーザ－
光に対する光透過率を３０～６０％、光反射率を１５～３５％の範囲にしておく。この範
囲を外れると、光透過率が低すぎて、第一の記録層の記録再生が難しくなるか、光反射率
が低すぎると、第二の記録層への記録再生が難しくなり、良好な二層型の記録再生が難し
くなる。
　該層を構成する材料としては、前記の全反射層と同様の材料が用いられ、反射層の透過
率は、膜厚によって調整する。
【００１５】
　本発明において、記録層としては、レーザ光を吸収する有機色素から構成された光吸収
物質を含むことが好ましい。中でも、レーザ光照射によりピットが形成されデータが記録
される色素型の光記録層であることが好ましい。上記有機色素としては、フタロシアニン
色素、シアニン色素、アゾ系色素等が好ましく、例えば、化学式１に示すアゾ色素又は化
学式２に示すシアニン色素を結合剤等と共に例えばＴＦＰ（テトラフルオロプロパノール
）等の溶剤に溶解して塗布液を調整し、次いで、この塗布液を上記光反射層を介してスピ
ンコート法やスクリーン印刷法等により塗布して塗膜を形成した後、例えば温度８０℃で
３０分間程度乾燥することにより形成することが好ましい。
【００１６】
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【化１】

　（式中、Ａ及びＡ’は、窒素原子、酸素原子、硫黄原子、セレン原子及びテルル原子か
ら選ばれるヘテロ原子を１又は複数含んでなる、互いに同じか異なる複素環を表わし、Ｒ

２１乃至Ｒ２４は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表わし、Ｙ２１、Ｙ２２は周
期律表における第１６族の元素から選ばれる互いに同じか異なるヘテロ原子を表わす。）
【００１７】

【化２】

　（式中、Φ＋及びφは、それぞれイドレニン環残基、ベンゾインドレニン環残基又はジ
ベンゾインドレニン環残基を表し、Ｌはモノ又はジカルボシアニン色素を形成するための
連結基を表し、Ｘ－は陰イオンを表し、ｍは０又は１の整数である。）
【００１８】
　なお、本発明において、記録層として無機材料で構成された光吸収物質を用いても良い
。このような無機材料としては、Ｔｅ－Ｐｄ、Ｓｉ－Ｃｕ、Ｇｅ－Ｂｉ等が用いられる。
無機材料系の記録層はこれらの材料を蒸着またはスパッタリング等で成膜することによっ
て形成される。
【００１９】
　本発明において、保護層は、それぞれ、記録特性等の調整や接着性向上、及び中間層や
光透過層の溶剤や接着剤による記録層への混和を防止するために、それぞれ、記録層と中
間層との間、或いは記録層と光透過層との間に設けられるものであって、ＳｉＯ２、Ｚｎ
Ｓ－ＳｉＯ２、ＺｎＯ－ＳｉＯ２、Ｎｂ２Ｏ５－Ａｌ２Ｏ３等の無機材料からなる透明な
膜が好ましく、例えば蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、等により形
成される。中でも、量産性、コストの面からスパッタリング法が特に好ましい。なお、無
機材料系の記録層についても、上記の保護層と同様の層が形成される。用いられる材料も
同様である。無機材料系の記録層の場合は前出の誘電体層と同様に光吸収性の向上のため
に形成されるものである。
【００２０】
　図２は、本発明の中間層の一例を示す概要図である。
　図に示すとおり、本発明の中間層は、保護層に接する面を有する第一の膜と、反射層に
接する面を有する第二の膜とからなる。
　図では、トータルの厚さを２５μｍとしているが、スタンパのパターンが転写されるの
は第二の膜であるので、第一の膜は数μｍかそれ以下の厚みでよい。
　本発明では、前記第一の膜は、前記第二の膜よりも無機材料に対する剥離強度が高く、
前記第二の膜は、前記第一の膜よりも無機材料に対する剥離強度が低いことを特徴として
いる。なお、ここで無機材料はＮｉ等の金属もその範囲に含むものである。
　無機材料に対する剥離強度が低い第二の膜上には、前述の第二の反射層（半透過）が形
成されるが、前述のとおり、好ましくは、スパッタリング法によって形成される。該スパ
ッタリング法によれば、金属粒子を膜の表面に打ち込むようにして成膜されるので、成膜
された金属膜は、第二の膜に食い込むように形成される。したがって、第二の膜に形成さ
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れる第二の反射層は第二の膜から剥離しにくくなる。
【００２１】
　第一の膜の材料としては、シート状のものではデュポンのＳＵＲＰＨＥＸ、液状では大
日本インキのＳＤ－６９４が用いられる。
　また、第二の膜の材料としては、シート状のものではブリヂストン製のＵＶ硬化タイプ
ナノインプリンティング用アクリル系接着／転写シート、液状では大日本インキのＢＤ－
ＲＯＭ材が用いられる。
【００２２】
　上記中間層に金属スタンパにて凹凸を形成した後、紫外線を基板側もしくは金属スタン
パ側から照射して中間層を硬化させ、その後第二以降の光情報記録層を形成する。
　図３は、中間層が転写される前の、基板上に形成された第一の光情報記録層を模式的に
示すものであり、図４は、中間層への凹凸パターンの転写方法の一例を模式的に示す概要
図である。
　図４に示すように、紫外線の照射方向については、金属スタンパが金属製のスタンパの
場合は基板側から照射する。ここで基板側には第一の反射層が間に入るが、第一の反射層
は若干光を通すのでやや強めに紫外線を照射すれば良い。また、金属スタンパが樹脂製ス
タンパ等の上に金属膜を形成したものである場合は、スタンパ側から紫外線を照射する。
金属スタンパの金属膜の厚さが光を通す程度の厚さで充分であるため、金属スタンパ側か
ら照射することができる。
【００２３】
　本発明において、上記光透過層としては、透明な樹脂からなるものが好ましい。より具
体的には、例えばポリカーボネート樹脂、アクリル系樹脂、等の光透過性の良好な樹脂か
らなるシートを用いるか、或いはこれらの樹脂を塗布して光透過層を形成することが好ま
しい。
　上記光透過層は通常４００ｎｍ～４２０ｎｍ付近の波長のレーザ光が照射されて前記第
一の記録層及び第二の記録層にデータ記録及び／又は前記第一の記録層及び第二の記録層
から読み出しされるように構成される。光透過層の厚みは光情報記録層及び中間層とを合
わせて０．１ｍｍであることが好ましい。すなわち二層の場合は０．７５ｍｍであること
が好ましい。
　以下に、光透過層の形成方法の具体例を例示するが、これらに限られるものではない。
（ア）前記第二の保護層を形成した基板の上に、アクリル樹脂を主成分とする紫外線硬化
性の接着剤を塗布した後、厚さ０．１ｍｍのポリカーボネート樹脂製のディスク形のシー
トを貼り合わせ、紫外線を照射して前記接着剤を硬化させて厚さ約１．２ｍｍのディスク
状の光情報記録媒体を得る。
（イ）前記第二の保護層を形成した基板の上に、０．１ｍｍのポリカーボネート製シート
からなる光透過層を、透明粘着剤を介して貼り合わせることにより厚さ約１．２ｍｍのデ
ィスク状の光情報記録媒体を得る。
（ウ）前記第二の保護層を形成した基板の上に、アクリル樹脂を主成分とする樹脂をスピ
ンコート法により塗布し、その後紫外線硬化させて０．１ｍｍの厚みのカバー層を形成し
、厚さ約１．２ｍｍのディスク状の光情報記録媒体を得る。
【実施例】
【００２４】
　以下、本発明を実施例によってさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によ
り何ら限定されるものではない。
　（接着性及び剥離性の評価）
（１）紫外線硬化性樹脂及び紫外線硬化性粘着シートの評価
　射出成形によって形成された直径１２０ｍｍ、厚さ１．１ｍｍのポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）基板を用意し、図５に示すように、幅１０ｍｍ、長さ４０ｍｍの試験片を基板から切
り出した。これを試験片１とする。試験片２は次のようにして形成する。まずＺｎＳ・Ｓ
ｉＯ２の試験片は、射出成形によって形成された直径１２０ｍｍ、厚さ１．１ｍｍのポリ
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０ｍｍ、長さ４０ｍｍの試験片を基板から切り出した。Ｎｉの試験片はＮｉスタンパから
幅１０ｍｍ、長さ４０ｍｍの試験片を切り出した。試験片１及び試験片２の各端部１０ｍ
ｍを、市販されている紫外線硬化性樹脂或いは紫外線硬化性粘着シート（厚さ２５μｍ）
を介して接続したものを用い、図６に示す試験装置を用いて、剥離強度（Ｎ／ｃｍ２）を
測定した。結果を表１に示す。
　この結果、無機材料に対する剥離強度が高い第一の膜の材料としては、シート状のもの
ではデュポンのＳＵＲＰＨＥＸ、液状では大日本インキのＳＤ－６９４が好ましく用いら
れ、一方、Ｎｉスタンパとの剥離強度が低い第二の膜の材料としては、シート状のもので
はブリヂストン製のＵＶ硬化タイプナノインプリンティング用アクリル系接着／転写シー
ト、液状では大日本インキのＢＤ－ＲＯＭ材が好ましく用いられることがわかる。
【００２５】
【表１】

　ＵＶ粘着シート：ブリヂストン製アクリル系粘着転写シート
　ＳＵＲＰＨＥＸ：デュポン製紫外線硬化性粘着シート
　ＵＶレジン（ＳＤ６９４）：大日本インキ製液状紫外線硬化性樹脂
　ＵＶレジン（ＢＤ－ＲＯＭ）：大日本インキ製状紫外線硬化性樹脂
【００２６】
（２）中間層の接着性及び剥離性の評価
　試験片１にＺｎＳ・ＳｉＯ２をスパッタしたＰＣ基板を、試験片２にＮｉを用いて、同
様の試験を行った。
　図７は、試験片の一例の概要を示す図である。結果を表２に示す。なお、剥離強度差は
表１の結果に基づいて
（試験片１に対する剥離強度）－（試験片２に対する剥離強度）［Ｎ／ｃｍ２］
とし、
　剥離強度比は表１の結果に基づいて
　剥離強度差／試験片２に対する剥離強度　×１００［％］
で表した。
【００２７】
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【表２】

【００２８】
　なお、試料９及び試料１２では、Ｎｉからの剥離は良好であるが、試験片１からも剥離
してしまうため、評価は×となった。この結果から、中間層を二層にするとＮｉからの剥
離は良好であることがわかった。また、剥離強度比が＋１００％以上であれば好ましいこ
とがわかった。
【００２９】
　（実験品の作製）
　直径１２０ｍｍ、厚さ１．１ｍｍのポリカーボネート基板を射出成形により作製した。
該基板の片側には、１層目の溝を転写し、その上にスパッタリング法により銀の全反射層
を６０ｎｍ厚に形成した。ついで、前記化学式１で示す色素をスピンコート法により厚さ
６０ｎｍに成膜し、更にその上に厚さ２０～２５ｎｍの保護膜をスパッタリング法により
形成し、実験品とした（図３参照）。
【００３０】
　得られた実験品に、以下のようにして、中間層である転写層を形成した。
　（実施例１）
　実験品の保護膜の上に、無機材料に対する剥離強度が高い第一の膜（転写層１）として
、大日本インキ製ＵＶレジン製ＳＤ６９４を用いてスピンコート法により２０μｍの厚さ
に形成し、表面を硬化させた。その後転写層１上に、無機材料に対する剥離強度が低い第
二の膜（転写層２）として厚さ５μｍのブリヂストン製の紫外線硬化性粘着シートを積層
した。次いで転写層２にＮｉスタンパを押し当てた後、基板側より紫外線を照射して転写
層２を硬化させた。その後Ｎｉスタンパを剥離した。
【００３１】
　（実施例２）
　転写層２として５μｍのブリヂストン製の紫外線硬化性粘着シートを用い、これをＮｉ
スタンパに押し当てた。次いで実験品の保護膜の上に転写層１として大日本インキ製ＵＶ
レジン製ＳＤ６９４を用いてスピンコート法によって２０μｍの厚さに形成した。次いで
真空貼合せにより転写層１と転写層２を貼合せた後、基板側より硬化させ、Ｎｉスタンパ
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を剥離した。
【００３２】
　（実施例３）
　前記実験品に形成される転写層を、転写層１は、大日本インキ製ＵＶレジンＳＤ６９４
を用いてスピンコート法により１５μｍの厚さに形成して硬化させた後、二層目には、大
日本インキ製ＵＶレジンＢＤ－ＲＯＭを用いて、同様にスピンコート法により１０μｍの
厚さに形成して転写層２を形成した以外は、実施例２と同様にしてスタンパを押し当てて
転写をとった。
【００３３】
　（比較例１）
　前記実験品に形成される転写層を、２５μｍのブリヂストン製の紫外線硬化性粘着シー
トのみで形成し、Ｎｉスタンパを押し当てた後、基板側より紫外線を照射して転写層を硬
化させ、Ｎｉスタンパを剥離した。
【００３４】
　（比較例２）
　前記実験品に形成される転写層を、大日本インキ製ＵＶレジンＢＤ－ＲＯＭのみを用い
てスピンコートによって２５μｍの厚さで形成し、Ｎｉスタンパを押し当てた後、基板側
より紫外線を照射して転写層を硬化させ、Ｎｉスタンパを剥離した。
【００３５】
　（比較例３）
　前記実験品に形成される転写層を、厚さ２５μｍのデュポン製ＳＵＲＰＨＥＸ（粘着シ
ート）のみで形成し、Ｎｉスタンパを押し当てた後、基板側より紫外線を照射して転写層
を硬化させ、Ｎｉスタンパを剥離した。
【００３６】
　（比較例４）
　前記実験品に形成される転写層を、大日本インキ製ＵＶレジンＳＤ６９４のみを用いて
スピンコートによって２５μｍの厚さで形成し、Ｎｉスタンパを押し当てた後、基板側よ
り紫外線を照射して転写層を硬化させ、Ｎｉスタンパを剥離した。
【００３７】
　実施例１ないし３及び比較例１ないし４の結果を表３に示す。
【表３】

【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】有機色素を用いた二層型光情報記録媒体の積層構造の概要を模式的に示す部分断
面図
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【図２】本発明の中間層の一例を示す概要図
【図３】中間層が転写される前の、基板上に形成された第一の光情報記録層を模式的に示
す図
【図４】中間層への凹凸パターンの転写方法を模式的に示す概要図
【図５】剥離試験に用いた試験片を示す図
【図６】剥離試験装置
【図７】確認試験に用いた試験片の概要を示す図
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図７】
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